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中
小
企
業
信
用
保
険
法
及
び
特
定
中
小
企
業
者
事
業

転
換
対
策
等
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
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一
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三
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特
定
地
域
中
小
企
業
対
策
臨
時
措
置
法
案
（
閣
法
第
二
二
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
円
高
の
進
展
、
北
洋
漁
業
規
制
の
強
化
等
に
よ
り

事
業
活
動
に
著
し
い
支
障
を
生
じ
て
い
る
特
定
地
域
の
中
小
企
業
者

に
つ
い
て
、
そ
の
経
営
の
安
定
を
図
り
つ
つ
、
新
分
野
へ
の
進
出
等

新
た
な
経
済
的
環
境
へ
の
適
応
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
け
る
経
済
の
安
定
等
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

一
、
特
定
地
域
の
指
定

　
　
最
近
に
お
け
る
内
外
の
経
済
的
事
情
の
著
し
い
変
化
に
よ
り
大

　
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
業
種
に
属
す
る
事
業
所
の
事
業
活
動
が
、

　
地
域
経
済
に
お
い
て
相
当
程
度
の
ウ
エ
イ
ト
を
も
つ
た
め
、
そ
の

　
地
域
の
相
当
数
の
中
小
企
業
者
の
事
業
活
動
に
著
し
い
支
障
が
生

　
じ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
特
定
地
域
と
し
て
政
令
で
指
定



　
す
る
。

二
、
経
済
的
環
境
適
応
計
画
の
承
認

　
　
特
定
地
域
の
中
小
企
業
者
で
あ
つ
て
そ
の
事
業
活
動
に
支
障
を

　
生
じ
て
い
る
も
の
（
特
定
中
小
企
業
者
）
等
は
、
新
商
品
の
開
発

　
等
新
分
野
へ
の
進
出
に
関
す
る
事
業
な
ど
に
必
要
な
措
置
に
関
す

　
る
計
画
を
作
成
し
、
都
道
府
県
知
事
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

三
、
承
認
を
受
け
た
特
定
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
助
成
措
置

　
　
承
認
を
受
け
た
特
定
中
小
企
業
者
等
が
、
計
画
に
基
づ
い
て
新

　
分
野
へ
の
進
出
に
関
す
る
事
業
等
を
行
う
際
に
は
、
①
信
用
保
険

　
の
特
例
、
②
試
験
研
究
税
制
の
特
例
、
③
地
方
税
の
特
例
、
④
設

　
備
近
代
化
資
金
の
償
還
猶
予
な
ど
の
助
成
措
置
を
講
ず
る
。

四
、
資
金
の
確
保

　
　
国
等
は
、
承
認
を
受
け
た
中
小
企
業
者
が
計
画
を
実
施
す
る
の

　
に
必
要
な
資
金
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

五
、
特
定
地
域
の
活
性
化
対
策

　
　
特
定
地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
特
定
地
域
に
お
け
る
工
場

　
の
新
増
設
を
行
う
企
業
に
対
し
、
①
機
械
等
の
特
別
償
却
、
②
買

　
換
資
産
の
特
例
、
③
特
別
土
地
保
有
税
の
非
課
税
な
ど
の
助
成
措

　
置
を
講
ず
る
。

六
、
そ
の
他

　
　
国
は
、
特
定
中
小
企
業
者
の
た
め
の
下
請
取
引
の
広
域
的
あ
つ

　
せ
ん
の
実
施
、
特
定
地
域
に
お
け
る
公
共
事
業
の
実
施
等
に
関
し
、

　
必
要
な
配
慮
を
加
え
る
。

七
、
法
律
の
有
効
期
間

　
　
こ
の
法
律
は
、
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
日

　
に
そ
の
効
力
を
失
う
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
案
に
つ
き
ま
し
て
、
商
工
委
員

　
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
特
定
地
域
中
小
企
業
対
策
臨
時
措
置
法
案
は
、
円
高
の
進

　
展
な
ど
に
よ
り
、
輸
出
型
産
地
等
の
特
定
の
地
域
に
お
い
て
中
小
企

　
業
者
の
事
業
活
動
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
て
い
る
状
況
に
か
ん
が
み
、

　
こ
れ
ら
の
中
小
企
業
者
の
新
分
野
へ
の
進
出
等
、
新
た
な
経
済
的
環

　
境
へ
の
適
応
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
国
等
の
資
金
の
確
保
義
務
、
中

　
小
企
業
信
用
保
険
の
特
例
、
税
法
上
の
特
例
そ
の
他
の
助
成
措
置
等

　
を
講
ず
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
次
に
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
及
び
特
定
中
小
企
業
者
事
業
転
換

　
対
策
等
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
円
高
な
ど
に



よ
つ
て
経
営
の
安
定
に
支
障
を
生
じ
て
い
る
中
小
企
業
者
の
事
業
資

金
の
融
通
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
中
小
企
業
信
用
保
険
に
つ
き
、
倒

産
関
連
保
証
及
び
国
際
経
済
関
連
保
証
に
係
る
無
担
保
保
険
の
限
度

額
の
別
枠
を
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
特
定

地
域
の
指
定
基
準
、
中
小
企
業
金
融
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
熱
心
な

質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
の
市
川
理
事
よ
り
、

特
定
地
域
中
小
企
業
対
策
臨
時
措
置
法
案
に
対
す
る
修
正
案
が
提
出

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
修
正
案
は
予
算
を
伴
う
も
の
で
あ
り
ま
す
の
で
、

内
閣
の
意
見
を
聴
取
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
田
村
通
産
大
臣
よ
り
本
修

正
案
に
反
対
で
あ
る
旨
の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
特
定
地
域
中
小
企
業
対
策
臨
時
措
置
法
案
に
つ
い
て
討

論
に
入
り
ま
し
た
が
、
発
言
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、
修
正
案
は
賛

成
少
数
に
よ
り
否
決
さ
れ
、
本
法
案
は
全
会
一
致
を
も
つ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
次
に
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
及
び
特
定
中
小
企
業
者
事
業
転
換

対
策
等
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
討

論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
つ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
特
定
地
域
中
小
企
業
対
策
臨
時
措
置
法
案
に
対
し
、
七
項

目
の
附
帯
決
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

中
小
企
業
信
用
保
険
法
及
び
特
定
中
小
企
業
者
事
業
転
換
対
策
等
臨
時

措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
三
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
貿
易
事
情
の
急
激
な
変
化
に
伴
う

　
内
外
の
経
済
的
事
情
の
著
し
い
変
化
等
に
よ
つ
て
経
営
の
安
定
に
支

　
障
を
生
じ
て
い
る
中
小
企
業
者
の
事
業
資
金
の
融
通
を
円
滑
に
す
る

　
た
め
、
中
小
企
業
信
用
補
完
制
度
の
拡
充
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で

　
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
に
基
づ
く
倒
産
関
連
保
証
に
つ
い
て
、

　
　
そ
の
無
担
保
保
険
の
付
保
限
度
額
の
別
枠
を
臨
時
に
一
千
万
円
増

　
　
額
し
て
二
千
万
円
と
す
る
。

　
二
、
特
定
中
小
企
業
者
事
業
転
換
対
策
等
臨
時
措
置
法
に
基
づ
く
国

　
　
際
経
済
関
連
保
証
に
つ
い
て
、
そ
の
無
担
保
保
険
の
付
保
限
度
額

　
　
の
別
枠
を
一
千
万
円
増
額
し
て
二
千
万
円
と
す
る
。
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